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中
国
研
究
集
刊 

李
号
（
総
六
十
五
号
）
令
和
元
年
六
月　

九
四
︱
一
〇
五
頁

本
書
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
儒
教
お
よ
び
「
二
十
四
孝
」
文

献
の
受
容
状
況
を
概
観
し
、
字チ
ュ

喃ノ
ム

で
書
か
れ
た
「
二
十
四
孝
」
文

献
を
日
本
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
の
「
孝
」
思

想
を
包
括
的
に
解
き
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
字
喃
文
献
中
の
単

語
の
解
説
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
「
二
十
四
孝
」
文
献
と
の
文
字

や
内
容
の
違
い
を
表
に
し
て
示
し
、
加
え
て
図
版
の
比
較
検
討
ま

で
行
っ
て
い
る
た
め
、ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
文
献
や
「
孝
」

思
想
の
特
徴
に
つ
い
て
広
く
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ

ト
ナ
ム
の
儒
教
に
つ
い
て
知
識
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
私

が
評
す
る
の
は
大
変
お
こ
が
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
以
下
、

本
書
全
体
の
概
要
と
内
容
に
つ
い
て
の
考
察
を
加
え
た
上
で
、
研

究
史
に
お
け
る
本
書
の
意
義
を
述
べ
た
い
。

一
、
概
要

本
書
の
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

序
（
吾
妻
重
二
）

序
論　

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
儒
教
と
「
二
十
四
孝
」

第
一
部　
「
二
十
四
孝
」
と
ベ
ト
ナ
ム

第
一
章　

中
国
の
「
二
十
四
孝
」
説
話
と
そ
の
系
統

第
二
章　

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」

第
二
部　

李
文
馥
系
の
「
二
十
四
孝
」

第
一
章　

李
文
馥
と
「
二
十
四
孝
演
歌
」
に
つ
い
て

第
二
章　
「
詠
二
十
四
孝
詩
」
と
中
越
文
化
交
渉

ベ
ト
ナ
ム
の
「
孝
」
の
歴
史
と
こ
れ
か
ら

︱
佐
藤
ト
ゥ
イ
ウ
ェ
ン
著
『
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」
の
研
究
』︱六

車

　楓
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第
三
章　

��

李
文
馥
系
の
「
二
十
四
孝
」
と
『
日
記
故
事
』

系
の
各
文
献
の
比
較

第
三
部　

李
文
馥
系
以
外
の
「
二
十
四
孝
」

第
一
章　

��

綿
寯
皇
子
と
「
補
正
二
十
四
孝
伝
衍
義
謌
」
に

つ
い
て

第
二
章　

��『
四
十
八
孝
詩
画
全
集
』
と
中
国
の
「
二
十
四

孝
原
編
」、「
二
十
四
孝
別
集
」
の
比
較

第
三
章　

��「
二
十
四
孝
」
説
話　

か
ら
ベ
ト
ナ
ム
独
自
の

『
西
南

孝
歌
』
へ

結
論

あ
と
が
き

参
考
文
献

初
出
一
覧

索
引

本
書
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
そ
の
も
の
の
歴
史
を
ま
と
め
た
う

え
で
「
二
十
四
孝
」
の
解
説
お
よ
び
精
読
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿

も
そ
れ
に
合
わ
せ
、
ま
ず
初
め
に
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
の
歴
史
に
つ

い
て
述
べ
、
そ
れ
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」
の
歴

史
を
記
す
。

（
一
）
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
の
歴
史

ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
は
、
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
四
期
に
分
け
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
筆
者
の
考
察
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。

・�

第
一
期
（
北
属
期
、
前
一
一
一
～
紀
元
九
三
九
年
）

こ
の
時
期
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
儒
教
が
独
占
的
な
地
位
に
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
儒
教
・
道
教
・
仏
教
の
三
教
が
社
会
に
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
た
が
、
民
衆
の
間
で
は
仏
教
が
優
勢
で
あ
っ
た
。

・�

第
二
期

　独
立
期
（
呉
朝
～
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
化
、
一
〇
～
一

九
世
紀
）

初
期
に
は
、
儒
教
は
仏
教
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
李
朝
以

降
、
ベ
ト
ナ
ム
の
思
想
界
の
み
な
ら
ず
、
社
会
・
文
化
に
お
い
て

も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
陳
朝
以
降
の
ベ

ト
ナ
ム
の
儒
教
は
「
宋
儒
」
で
あ
っ
た
。

・�
第
三
期
（
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
化
（
一
九
世
紀
）
～
一
九
四
五
年

八
月
革
命
）

西
洋
の
「
新
学
」
の
流
入
や
王
朝
の
実
権
喪
失
に
伴
っ
て
儒
教

は
統
治
の
役
割
を
失
い
、排
除
の
対
象
と
な
る
。西
欧
文
化
と
の
激

し
い
競
争
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
不
利
な
状
況
下
で
存
在
し
た
。

（ 95 ）



・
第
四
期
（
民
主
共
和
国
成
立
（
一
九
四
五
年
）
～
現
在
）

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
に
従
い
、
社
会
主
義
制
度
を
実
施

し
た
た
め
、
儒
教
の
影
響
力
も
弱
ま
る
。
儒
教
の
残
余
を
封
建
制

度
の
名
残
と
見
な
す
研
究
者
の
論
文
も
多
い
。

一
般
的
に
、
ベ
ト
ナ
ム
は
二
世
紀
以
降
に
儒
教
を
受
容
し
、
一

一
世
紀
の
李
朝
以
降
、
国
家
有
用
の
人
材
育
成
の
た
め
に
儒
教
思

想
を
国
家
教
学
の
標
準
と
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
重
ん
じ
ら
れ
た
の
は
、
儒
教
思
想
を
学
術
的
・
思
想
的
理
論

で
も
っ
て
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
「
儒
学
」
よ
り
も
、
庶
民
を
教

化
し
て
王
権
を
固
め
る
手
段
と
し
て
の
「
儒
教
」
で
あ
っ
た
。
科

挙
が
盛
ん
だ
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
科
挙
合
格
の
た
め
の
「
詞
章

学
」
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
た
め
、
学
術
的
探
究
心
か
ら

経
典
の
研
究
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
ベ
ト
ナ

ム
に
お
い
て
、
儒
教
は
民
衆
を
教
え
導
く
倫
理
道
徳
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
ベ
ト
ナ
ム

の
儒
教
に
お
い
て
、
教
化
に
最
も
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
徳

目
が
「
孝
」
で
あ
っ
た
。
特
に
阮
朝
は
、
そ
れ
ま
で
の
王
朝
と
は

異
な
り
、
長
い
内
戦
の
末
に
外
国
の
支
援
を
受
け
て
建
て
ら
れ
た

王
朝
で
あ
っ
た
た
め
、
統
治
者
は
自
身
の
地
位
を
強
化
す
る
目

的
で
、
内
戦
の
混
乱
に
よ
り
一
時
衰
退
し
た
儒
教
を
復
興
・
発
展

さ
せ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
、
家
族
と
い
う
最
小
の
社
会
単
位
の

中
の
秩
序
を
保
つ
「
孝
」
と
い
う
徳
目
に
民
衆
の
教
化
と
い
う
役

割
を
見
出
し
、
積
極
的
に
孝
子
顕
彰
運
動
な
ど
を
行
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

阮
朝
は
、
こ
の
「
孝
」
の
教
え
を
万
民
に
普
及
し
実
践
さ
せ
る

た
め
に
は
、
民
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
伝
承
方
法
を
用
い
る
の
が

最
も
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
当
時
の
人
々
が
口
誦

で
家
規
な
ど
を
伝
承
し
て
い
た
こ
と
に
倣
い
、「
二
十
四
孝
」
を

暗
誦
し
や
す
い
六
八
体
・
双
七
六
八
体
で
字
喃
の
詩
に
翻
案
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
孝
」
思
想
が
民
衆
に
深
く
根
付
く
に
至
っ

た
。
現
在
ベ
ト
ナ
ム
で
確
認
で
き
る
「
孝
」
関
連
の
書
物
は
、
主

に
『
孝
経
』
や
「
二
十
四
孝
」
を
字
喃
や
国
語
字
（
現
代
ベ
ト
ナ

ム
語
正
書
法
）
を
用
い
て
阮
朝
以
降
に
翻
案
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。

以
上
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
の
根
幹
を
な
す
の
が
「
孝
」
思

想
で
あ
り
、
そ
の
思
想
を
解
き
明
か
す
鍵
と
な
る
の
が
「
二
十
四

孝
」
説
話
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
続
い
て

ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
文
献
の
歴
史
に
つ
い
て
概
述
し
て
い

こ
う
。

（
二
）
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」
の
歴
史

中
国
で
生
ま
れ
た
「
二
十
四
孝
」
は
、『
全
相
二
十
四
孝
詩
選
』

系
・『
日
記
故
事
』
系
・『
孝
行
録
』
系
の
三
系
統
に
分
類
す
る
こ

（ 96 ）



と
が
で
き
、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
は
こ
の
う
ち
の
『
日
記

故
事
』
系
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
の
分
析
に
よ
る
と
、

ベ
ト
ナ
ム
で
現
在
確
認
で
き
る
「
二
十
四
孝
」
関
連
の
文
献
は
大

き
く
分
け
て
二
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
李
文
馥
系
の
文
献
と

②
李
文
馥
系
以
外
の
文
献
で
あ
り
、
数
量
は
①
の
方
が
多
か
っ

た
。
以
下
、
こ
の
二
種
類
の
文
献
に
つ
い
て
簡
潔
に
ま
と
め
る
。

①
李
文
馥
系
の
文
献

阮
朝
の
官
僚
だ
っ
た
李
文
馥
は
、
字
喃
を
用
い
て
「
二
十
四
孝

演
歌
」（
李
文
馥
編
纂
『
掇
拾
雑
記
』
所
収
）
と
い
う
ベ
ト
ナ
ム

初
の
「
二
十
四
孝
」
文
献
を
著
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
文
献
は

庶
民
へ
の
「
孝
」
思
想
の
浸
透
に
大
き
く
寄
与
し
た
。
ま
た
、
彼

の
代
表
作
と
し
て
、
中
国
広
東
に
使
臣
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
際
、

中
国
の
友
人
ら
と
詠
ん
だ
「
詠
二
十
四
孝
詩
」（『
掇
拾
雑
記
』
ほ

か
所
収
）
も
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
七
言
絶
句
の
漢
詩
で
あ
る
た

め
、
民
間
に
は
あ
ま
り
流
布
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
高
い
学
術
性

か
ら
当
時
の
官
僚
や
知
識
人
層
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
文
献
が
中
国
に
流
入
し
た
か
ど
う
か
は
現
時
点

で
は
不
明
だ
が
、
中
越
間
で
何
ら
か
の
文
化
交
流
が
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
重
要
な
資
料
と
し
て
大
き
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。
筆
者

は
、『
掇
拾
雑
記
』
所
収
の
「
二
十
四
孝
演
歌
」
の
双
七
八
体
の

直
前
に
記
さ
れ
て
い
る
漢
文
と
、
中
国
の
『
日
記
故
事
』
系
文

献
、
す
な
わ
ち
『
新
鐫
徽
郡
原
板
校
正
絵
像
註
釈
便
覧
与
賢
日
記

故
事
』（
万
暦
三
九
年
版
）・『
新
鍥
類
觧
官
様
日
記
故
事
大
全
』

（『
和
刻
本
類
書
集
成
』
第
三
輯
所
収
、
寛
文
九
年
版
）・「
二
十
四

孝
原
本
」（『
前
後
孝
行
録
』
所
収
）・『
趙
子
固
二
十
四
孝
書
画
合

璧
』・「
二
十
四
孝
原
編
」（『
三
余
堂
叢
刻
』
所
収
）
の
五
つ
の
文

献
の
本
文
を
比
較
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
李
文
馥
系
の
「
二
十

四
孝
演
歌
」
の
漢
文
は
中
国
の
「
二
十
四
孝
原
本
」
を
底
本
に
し

つ
つ
、
他
の
文
献
も
参
照
し
て
加
筆
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
た
、
図
版
に
つ
い
て
は
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
情
報
院
蔵
『
二

十
四
孝
』
と
先
述
し
た
中
国
の
五
つ
の
『
日
記
故
事
』
系
文
献
と

を
照
ら
し
合
わ
せ
、
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

も
本
文
と
同
様
、「
二
十
四
孝
原
本
」
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
他

の
テ
キ
ス
ト
も
参
照
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
ベ
ト
ナ
ム
風

の
建
築
物
な
ど
も
描
き
加
え
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
図
版
に
つ
い
て
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
嶋
尾
稔
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
（
注
１
）
、
評
者
に
も
『
二
十
四
孝
』
と
「
二
十
四
孝
原
本
」
の
図

が
似
て
い
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。『
二
十
四
孝
』
の
み
が
多
色

刷
り
で
あ
る
た
め
、
説
話
に
よ
っ
て
は
他
の
文
献
と
雰
囲
気
が
異

な
っ
て
見
え
た
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
そ
の
事
情
を
抜
き
に
し

て
も
、『
二
十
四
孝
』
の
図
が
「
二
十
四
孝
原
本
」
に
倣
っ
て
描

（ 97 ）



か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ

た
。
無
論
、
筆
者
自
身
も
最
終
的
に
『
二
十
四
孝
』
は
「
二
十
四

孝
原
本
」
を
底
本
に
し
つ
つ
、
他
の
『
日
記
故
事
』
系
の
図
や
ベ

ト
ナ
ム
独
自
の
文
化
（
例
え
ば
、
二
階
建
て
の
家
な
ど
）
も
取
り

入
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
二
十
四
孝
』
と
「
二
十
四
孝
原
本
」
の
図
が
全
く
同
じ
で
あ
る

と
考
え
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
手
の
図
版
は
、
人
に

よ
っ
て
感
じ
方
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
比
較
は
非
常

に
難
し
い
。
こ
の
作
業
に
あ
た
り
、
筆
者
も
苦
心
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
が
、
何
を
も
っ
て
「
似
て
い
る
」
と
す
る
の
か
、
そ
の
基
準
が

少
々
曖
昧
な
ま
ま
、
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。

と
は
い
え
、
文
字
同
様
に
物
事
を
伝
え
る
重
要
な
手
段
で
あ
る

図
版
に
つ
い
て
も
考
察
し
、
そ
こ
に
中
越
の
関
係
性
お
よ
び
ベ
ト

ナ
ム
の
独
自
性
を
見
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
史
上
大
き
な
価
値

を
有
す
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。

②
李
文
馥
系
以
外
の
文
献

筆
者
は
李
文
馥
系
以
外
の
文
献
と
し
て
、
阮
朝
・
明
命
帝
の
子

で
あ
る
綿
寯
皇
子
の
「
補
正
二
十
四
孝
伝
衍
義
謌
」、
鄧
輝

編

の
『
四
十
八
孝
詩
画
全
集
』
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。「
補
正
二
十

四
孝
伝
衍
義
謌
」
は
『
日
記
故
事
』
系
の
「
二
十
四
孝
」
の
内
容

を
踏
襲
し
、
一
部
改
変
し
た
も
の
で
、『
四
十
八
孝
詩
画
全
集
』

は
中
国
の
朱
文
公
の
「
二
十
四
孝
原
編
」
と
高
月
槎
の
「
二
十
四

孝
別
集
」
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。『
四
十
八
孝
詩
画
全
集
』

は
、
ベ
ト
ナ
ム
独
自
の
避
諱
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
鄧
輝

自
作
の

七
言
詩
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
筆
者

の
比
較
検
討
の
結
果
、『
四
十
八
孝
詩
画
全
集
』
所
収
の
「
二
十

四
孝
原
編
」「
二
十
四
孝
別
集
」
は
と
も
に
中
国
の
も
の
を
多
少

簡
略
化
し
て
い
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
ま
た
、
中
国
の
「
二
十
四
孝
別
集
」
と
『
四
十
八
孝
詩

画
全
集
』
所
収
の
「
二
十
四
孝
別
集
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

孝
子
た
ち
は
、『
日
記
故
事
』
系
統
の
「
二
十
四
孝
」
説
話
に
収

め
ら
れ
て
い
る
孝
子
と
は
別
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
二
十
四
孝
別

集
」
は
『
日
記
故
事
』
系
統
の
「
二
十
四
孝
」
説
話
と
は
別
に
ベ

ト
ナ
ム
に
伝
播
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
文
献
に
加
え
て
、
中
国
の
文
化
を
受
容
す
る
に
留
ま

ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
自
ら
が
作
り
出
し
た
『
西
南

孝
演
歌
』

の
存
在
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
黄
高
啓
が
二
〇
人
の

孝
子
を
集
め
て
字
喃
文
で
記
し
、
そ
こ
に
張
甘
榴
が
西
洋
・
日
本

の
孝
子
八
人
を
付
け
加
え
、
そ
れ
ら
を
双
七
六
八
体
の
詩
体
で
翻

案
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
は
中

国
の
「
二
十
四
孝
」
を
踏
襲
し
て
き
た
が
、
こ
の
『
西
南

孝
演
歌
』
の
内
容
は
ベ
ト
ナ
ム
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ベ

ト
ナ
ム
の
民
族
性
の
萌
芽
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
ジ
ア
諸
国
に
広
く
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目
を
向
け
ん
と
す
る
姿
勢
が
表
出
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
結
論
づ

け
る
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
特
徴
と
し
て
、
こ
の
文
献
が
字
喃
の
中
に

国
語
字
を
交
え
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら

れ
る
。『
西
南

孝
演
歌
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
二
三
年
、

す
な
わ
ち
二
〇
世
紀
初
頭
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民

地
下
に
お
い
て
漢
字
や
字
喃
に
加
え
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
国
語
字
を

使
用
す
る
知
識
人
が
増
加
し
、
科
挙
試
験
に
も
フ
ラ
ン
ス
語
と
国

語
字
が
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が

あ
っ
て
、
字
喃
と
国
語
字
が
交
ざ
っ
た
体
裁
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
な
お
、
こ
の
文
献
に
は
、
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
説
話

が
収
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
僭
越
な
が
ら
後
に
考
察
を
附
し
た
。

以
上
、
内
容
を
要
約
し
た
が
、
本
書
を
読
む
に
あ
た
り
留
意
し

て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
一
点
あ
る
。
そ
れ
は
、
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
「
二
十
四
孝
」
は
字
喃
文
献
と
し
て
現
在
見
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
当
然
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、
後
世
の
者
は
文
献
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
史
料
を

通
じ
て
し
か
歴
史
を
知
り
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
字
喃
の
で
き
る

阮
朝
以
前
に
「
二
十
四
孝
」
が
民
間
に
ど
の
よ
う
に
流
布
し
て
い

た
か
は
、
現
時
点
で
は
つ
か
み
よ
う
が
な
い
。
文
献
の
翻
訳
に
つ

い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
阮
朝
以
降
の
「
二
十
四
孝
」
を
対
象
に
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
は
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
中
越
両
国
の
文
献
の
比
較
・
翻
訳
が
丁
寧
に
行
わ

れ
て
お
り
、
本
書
は
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
や
「
孝
」
思
想
に
関
す
る

知
識
を
深
め
ら
れ
る
一
冊
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二
、
考
察

先
述
し
た
『
西
南

孝
演
歌
』
に
つ
い
て
、
本
章
で
多
少

の
考
察
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
評
者
は
、
こ
の
文
献
の

第
八
話
と
第
一
六
話
に
強
く
関
心
を
寄
せ
た
。
考
察
す
る
に
あ

た
っ
て
、
ま
ず
初
め
に
本
書
掲
載
の
筆
者
に
よ
る
日
本
語
訳
に
よ

り
な
が
ら
、
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
原
文
は
字
喃
の
た

め
、
割
愛
す
る
。

　

…
（
前
略
）
…
さ
ら
に
一
年
後
、
父
親
が
賊
に
捕
ま
っ

た
。
賊
は
身
代
金
と
し
て
銀
１
５
０
両
を
要
求
し
た
。
阮
文

程
は
全
て
の
財
産
を
売
っ
た
が
、
銀
９
０
両
に
し
か
な
ら
な

い
。
彼
は
賊
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
っ
た
が
、
賊
は
足
り
な

い
と
言
い
、
父
を
殺
害
す
る
よ
う
命
じ
た
。
阮
文
程
は
泣
き

な
が
ら
父
の
身
代
わ
り
に
な
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
嘆
願
し

た
。
賊
は
「
老
い
た
者
は
価
値
が
あ
る
が
、
こ
の
金
で
は
安

す
ぎ
る
。
ま
あ
、
よ
い
。
お
前
は
親
孝
行
な
の
で
親
子
と
も
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ど
も
釈
放
し
て
や
ろ
う
」
と
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。（
第
八

話
）
（
注
2
）

　

阮
居
仕
は
、
承
天
府
に
属
す
る
香
茶
県
の
人
で
あ
っ
た
。

祖
父
は
阮
居
楨
で
あ
り
、
も
と
阮
朝
開
国
の
功
臣
で
あ
っ

た
。
明
命
三
年
、
居
仕
が
十
四
歳
に
な
っ
た
時
、
父
の
阮
居

詢
は
広
治
省
に
該
簿
の
職
を
得
た
が
、
罪
を
犯
し
て
流
刑
に

処
せ
ら
れ
た
。
居
仕
は
父
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
、
自
分
が

父
の
代
わ
り
に
罪
を
受
け
る
こ
と
を
願
っ
た
。
県
の
長
官
は

一
方
で
は
帝
に
上
奏
文
を
た
て
ま
つ
り
、
他
方
で
は
し
ば
ら

く
父
と
交
替
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
護
送
さ
れ
る
際
、
居

仕
は
首
に
枷
を
付
け
ら
れ
、
足
は
鎖
で
縛
ら
れ
た
が
笑
顔
で

あ
っ
た
。
途
中
で
「
こ
の
子
は
親
孝
行
の
人
だ
」
と
称
讃
す

る
詔
を
受
け
取
っ
た
た
め
、
即
時
に
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
あ

と
父
は
一
年
以
上
病
気
だ
っ
た
が
、
彼
は
怠
け
ず
に
看
病
し

た
。
そ
の
後
彼
は
国
子
監
に
入
り
、
嘉
定
省
の
布
政
を
勤
め

る
ま
で
に
至
っ
た
。（
第
一
六
話
）
（
注
3
）

筆
者
は
、『
西
南

孝
演
歌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
二
八

人
の
孝
子
説
話
を
内
容
ご
と
に
全
一
〇
種
、
す
な
わ
ち
「
敬
親

型
」「
養
親
型
」「
奉
親
型
」「
追
慕
型
」「
忠
孝
型
」「
孝
悌
型
」

「
苦
孝
型
」「
礼
孝
型
」「
順
孝
型
」「
愛
親
型
」
に
分
類
し
て
い

る
。
先
に
挙
げ
た
第
八
話
と
第
一
六
話
は
、
こ
の
う
ち
「
苦
孝

型
」
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
二
話
と
も
、
捕
ら
え
ら
れ
た
父
親

の
代
わ
り
に
子
自
ら
が
身
を
差
し
出
し
、
父
親
を
解
放
す
る
よ
う

求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
人
々
の
感
動
を
誘
い
、
結
果
的
に
父
子
と

も
に
釈
放
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
親
の
身
代
わ
り
に
な
る

こ
と
を
申
し
出
る
子
の
心
情
を
推
し
量
れ
ば
、
ま
さ
に
「
苦
孝
」

と
言
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
説
話
は
全
く
の
空
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
第
八

話
の
「
阮
文
程
」
に
関
す
る
内
容
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
史
書
で
あ
る

『
大
南
寔
録
』
や
『
大
南
一
統
志
』
に
見
え
（
注
4
）
、
第
一
六
話
の

「
阮
居
仕
」
の
孝
行
の
心
に
つ
い
て
も
『
大
南
寔
録
』
に
記
さ
れ

て
い
る
。
作
者
の
黄
高
啓
は
史
書
に
基
づ
き
『
西
南

孝
演

歌
』
を
編
纂
し
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
「
事
実
」
と
し
て
一

定
程
度
の
信
憑
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
自
国

の
史
書
を
土
台
と
し
た
結
果
、
中
国
の
「
二
十
四
孝
」
説
話
に
は

な
い
話
が
「
二
十
四
孝
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
新

規
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
話
を
読
み
、
評
者
は
中
井
甃
庵
の
『
五
孝
子
伝
』

を
想
起
し
た
。『
五
孝
子
伝
』
も
『
西
南

孝
演
歌
』
第
八

話
・
第
一
六
話
と
同
じ
く
、
捕
ら
え
ら
れ
た
父
親
を
救
う
た
め
に

子
ど
も
た
ち
が
身
を
差
し
出
す
話
で
あ
る
。
こ
の
話
も
、
一
七
三

八
年
に
起
こ
っ
た
「
か
つ
ら
や
事
件
」
を
受
け
て
執
筆
さ
れ
て
お
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り
、
現
実
味
の
あ
る
話
と
し
て
読
者
に
実
感
が
湧
き
や
す
い
内
容

で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
『
五
孝
子
伝
』
に
近
い
物
語
は
、
中
国
の
『
日
記

故
事
大
全
』
に
も
見
ら
れ
る
。

梁
の
吉
翂
の
父�
武
原
郷
の
令
為
り
。
奸
吏
の
誣
い
る
所
と

為
り
、
罪
に
坐
し
て
死
に
当
た
る
。
翂�

年
十
三
に
し
て
登

聞
鼓
を
撾
ち
、
父
の
命
に
代
わ
る
を
乞
う
。
朝
廷�

人
の
之

れ
に
教
う
る
を
疑
う
。
延
尉
を
し
て
拷
具
を
盛
陳
せ
し
む
る

も
、
翂�

堅
く
変
ぜ
ず
、
乃
ち
其
の
父
の
罪
を
宥
す
。

梁
吉
翂
父
爲
武
原
郷
令
。
爲
奸
吏
所
誣
、
坐
罪
當
死
。
翂
年

十
三
撾
登
聞
鼓
、
乞
代
父
命
。
朝
廷
疑
人
教
之
。
使
延
尉
盛

陳
拷
具
、
翂
堅
不
變
乃
宥
其
父
罪
。（『
日
記
故
事
大
全
』
巻

三
、「
孝
子
代
父
」）

漢
の
太
倉
令�

淳
于
公�

罪
有
り
。
刑
に
当
た
り
、
詔
獄
の
長

安
に
逮
繋
す
。
淳
于
公�

男
無
く
女
五
人
有
り
て
、
行
に
当

た
り
罵
り
て
曰
く
、「
女
を
生
み
て
男
を
生
ま
ず
。
緩
急�

益

有
る
に
非
ず
」
と
。
其
の
少
女�

緹
縈�

悲
泣
し
て
随
い
て
長

安
に
至
り
、
上
書
し
て
曰
く
、「
妾
が
父�

吏
為
り
て
、
斎
中�

皆
な
其
の
廉
平
を
称
す
。
今�

法
に
坐
し
、
刑
に
当
た
る
。

妾�

傷
死
者
は
復
た
生
く
る
べ
か
ら
ず
、
刑
者
は
復
た
属
す

べ
か
ら
ず
、
過
ち
を
新
た
め
ん
と
欲
す
と
雖
も
、
繇
亡
き
な

り
。
妾�

願
わ
く
は
没
入
し
て
官
婢
と
為
り
、
以
て
父
の
罪

を
贖
い
、
自
ら
新
た
む
る
こ
と
を
得
さ
し
め
ん
」
と
。
書�

奏

す
。
天
子�

其
の
意
を
悲
憐
し
、
令
を
下
し
て
肉
刑
を
除
く
。

漢
太
倉
令
淳
于
公
有
罪
。
當
刑
、
詔
獄
逮
繫
長
安
。
淳
于
公

無
男
有
女
五
人
、
當
行
罵
曰
、「
生
女
不
生
男
。
緩
急
非
有

益
」。
其
少
女
緹
縈
悲
泣
隨
至
長
安
、
上
書
曰
、「
妾
父
爲

吏
、
齋
中
皆
稱
其
廉
平
。
今
坐
法
當
刑
。
妾
傷
死
者
不
可
復

生
、
刑
者
不
可
復
属
、
雖
欲
改
過
、
亡
繇
也
。
妾
願
没
入

爲
官
婢
、
以
贖
父
罪
、
使
得
自
新
」。
書
奏
。
天
子
悲
憐

其
意
、
下
令
除
肉
刑
。（『
日
記
故
事
大
全
』
巻
三
、「
孝
女

贖
父
」
（
注
5
）
）

こ
れ
ら
も
、
子
ど
も
が
親
を
助
け
る
た
め
に
身
代
わ
り
に
な
ろ

う
と
し
た
結
果
、
朝
廷
や
天
子
を
感
服
さ
せ
る
に
至
り
、
無
事
親

子
と
も
ど
も
解
放
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
前
掲
の
『
西
南

孝
演
歌
』
の
内
容
に
近
似
し
て
い
る
。
な
お
、
筆
者
も

『
五
孝
子
伝
』
や
『
日
記
故
事
大
全
』「
孝
女
贖
父
」
と
『
西
南

孝
演
歌
』
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
注
6
）

が
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
第
一
六
話
の
み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
八
話
に
つ
い
て
も
第
一
六
話
と
同
様
の
こ
と

が
言
え
る
と
思
わ
れ
た
た
め
、
今
こ
こ
に
明
記
し
補
足
し
た
次
第
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で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
日
記
故
事
大
全
』『
西
南

孝
演
歌
』
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
五
孝
子
伝
』
と

『
日
記
故
事
大
全
』
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、「
日
本
の
知
識
人
が

記
し
た
孝
行
譚
の
中
に
は
、
中
国
の
孝
行
譚
で
用
い
ら
れ
る
モ

チ
ー
フ
が
散
見
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
そ
の
集
合
体
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
孝
行
譚
が
直
接
中
国

の
孝
行
譚
を
参
照
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
」
（
注
7
）
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
関
係
性
は
お
そ
ら
く
『
西

南

孝
演
歌
』
と
『
日
記
故
事
大
全
』
と
の
間
に
も
あ
て
は

ま
る
で
あ
ろ
う
。『
日
記
故
事
大
全
』
と
『
西
南

孝
演
歌
』

に
つ
い
て
は
、
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
身
代

わ
り
に
な
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
類
似
し
て
い
る
程
度
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
二
文
献
に
強
い
関
連
性
が
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。

『
西
南

孝
演
歌
』
の
作
者
で
あ
る
黄
高
啓
自
身
、
序
文
で

「
私
は
わ
が
国
の
書
物
を
探
す
こ
と
に
尽
力
し
、
中
国
の
孝
子

の
説
話
と
比
較
す
る
た
め
、
数
十
の
説
話
を
拾
い
出
し
編
集

し
た
」
（
注
8
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
も
う
一
人
の
作
者
、
張
甘
榴
も

「
中
国
の
孝
子
の
説
話
も
わ
が
国
の
孝
子
の
説
話
も
よ
い
鑑
で
あ

る
が
、
現
在
は
世
界
に
広
く
目
を
向
け
る
傾
向
が
あ
り
、「
此
理

此
心
」
と
い
う
語
が
示
す
よ
う
に
、
そ
し
て
家
父
の
命
令
に
従

い
、
い
く
つ
か
の
西
洋
の
孝
子
の
説
話
と
わ
が
国
の
孝
子
の
す
べ

て
28
説
話
を
字
喃
詩
で
翻
案
し
た
。
李
文
馥
が
す
で
に
中
国
の
孝

子
の
説
話
を
字
喃
詩
に
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
は
言
及
し
な

い
こ
と
と
し
た
」
（
注
9
）
と
序
文
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
序
文

や
本
文
の
内
容
の
差
異
に
鑑
み
れ
ば
、『
西
南

孝
演
歌
』

が
中
国
の
『
日
記
故
事
大
全
』
を
踏
襲
し
て
い
る
と
は
に
わ
か
に

は
断
定
で
き
な
い
。

思
う
に
、「
子
が
親
の
身
代
わ
り
に
な
る
」
と
い
う
の
は
、
孝

行
譚
で
は
普
遍
的
な
「
ネ
タ
」
つ
ま
り
題
材
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
身
を
な
げ
う
っ
て
ま
で
も
親

を
救
お
う
と
す
る
描
写
は
、
読
者
の
胸
に
響
き
や
す
い
。
お
そ
ら

く
こ
の
理
由
で
、
普
遍
的
な
題
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
子
が
親
の
身
代
わ
り
に
な
る
」
と
い

う
事
件
は
、
現
実
に
発
生
し
て
も
お
か
し
く
な
い
内
容
で
あ
る
か

ら
、
各
国
で
事
実
に
あ
る
程
度
基
づ
い
て
物
語
が
執
筆
さ
れ
た
の

な
ら
ば
、
似
た
よ
う
な
説
話
が
完
成
す
る
こ
と
も
頷
け
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
は
し
っ
か
り
と
し
た
検
証
が
必
要
だ
が
、
も
し
『
日

記
故
事
大
全
』
と
『
西
南

孝
演
歌
』
に
直
接
的
な
関
連
性

が
な
い
と
す
れ
ば
、「
身
代
わ
り
」
と
い
う
話
の
モ
チ
ー
フ
・
題

材
は
中
国
に
留
ま
ら
ず
、
各
国
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
『
西
南

孝
演
歌
』
は
、
李
文
馥
が
字
喃

に
翻
案
し
た
「
二
十
四
孝
」
に
は
触
れ
な
い
趣
旨
の
も
と
作
成
さ
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れ
た
文
献
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
「
二
十
四
孝
」
と
し
て
は
扱

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
孝
行
譚
が
採
用
さ
れ
、
新
た
に
「
ベ
ト
ナ
ム

の
二
十
四
孝
」
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ベ
ト
ナ
ム
ら
し
さ
を
追
求

し
た
結
果
で
き
あ
が
っ
た
「
二
十
四
孝
」
で
あ
る
が
、
特
に
第
八

話
・
第
一
六
話
の
内
容
は
中
国
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
書
物
に
も

見
え
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。「
身
代
わ
り
」
と
い
う
行
為
は

時
代
・
国
を
問
わ
ず
、「
孝
」
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。

三
、
本
書
の
研
究
史
に
お
け
る
意
義

「
二
十
四
孝
」
は
日
中
韓
の
思
想
研
究
に
お
い
て
、
盛
ん
に
研

究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
は
日
本
や
朝
鮮
と
同

じ
く
儒
教
を
受
容
し
た
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、「
二
十
四
孝
」
に

つ
い
て
は
さ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
儒
教
研
究
は

「
哲
学
理
論
」
と
い
う
側
面
か
ら
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
ベ

ト
ナ
ム
の
儒
教
の
場
合
は
、
先
述
の
通
り
「
哲
学
理
論
」
と
い
う

よ
り
も
「
社
会
的
教
化
手
段
」「
倫
理
道
徳
」
と
い
う
傾
向
が

強
い
。
そ
の
た
め
、
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
の
様
相
を
知
る
に
は
倫
理

道
徳
と
し
て
の
「
孝
」
が
い
か
に
し
て
民
間
に
根
付
き
、
現
在
ま

で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。
そ
の
「
孝
」
思
想
の
歴
史
解
明
の
鍵
を
握
る
の
が
「
二
十
四

孝
」
の
文
献
研
究
で
あ
る
が
、
な
に
せ
字
喃
で
書
か
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
体
系
的
に
日
本
語
訳
は
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

ベ
ト
ナ
ム
で
の
儒
教
研
究
の
状
況
は
、
筆
者
の
「
ベ
ト
ナ
ム
に

お
け
る
儒
教
の
研
究
状
況
︱
「
孝
」
の
思
想
を
中
心
に
︱
」（『
文

化
交
渉　

東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
科
院
生
論
集
』
第
二
号
、
二
〇
一

三
年
）
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
現
時
点
で
ベ
ト
ナ
ム
の
儒

教
研
究
関
係
資
料
に
つ
い
て
最
大
収
録
数
を
誇
る
の
が
『Thu’ 

m
ục N

ho giáo V
iệt N

am

』（『
越
南
儒
教
書
目
』）
で
あ
る
。
こ

れ
は
二
〇
〇
七
年
に
出
版
さ
れ
、
漢
字
・
字
喃
（
書
籍
お
よ
び
碑

文
）・
ベ
ト
ナ
ム
語
・
中
国
語
・
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
の
資
料
計

二
〇
〇
五
点
を
収
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
九
四
六
年
か
ら
二
〇

〇
七
年
現
在
ま
で
の
資
料
は
一
二
五
九
点
、
う
ち
「
孝
」
関
連
の

資
料
は
一
四
点
あ
り
、
そ
こ
に
は
『
孝
経
』
の
原
文
を
引
用
し
て

現
代
ベ
ト
ナ
ム
語
に
し
た
も
の
や
「
孝
」
や
「
義
」
の
思
想
が

ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
、
こ
と

わ
ざ
や
「
二
十
四
孝
」
な
ど
の
説
話
・
故
事
か
ら
か
つ
て
の
ベ
ト

ナ
ム
の
過
程
の
習
慣
・
礼
儀
を
解
き
明
か
す
も
の
な
ど
が
含
ま
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
二
十
四
孝
」
説
話
そ
の
も
の
に
特
化
し

て
文
献
学
的
調
査
・
分
析
を
行
っ
た
も
の
は
『
越
南
儒
教
書
目
』

で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
、
と
筆
者
は
述
べ
る
。

ま
た
、
日
本
で
の
ベ
ト
ナ
ム
の
儒
教
研
究
に
つ
い
て
評
者
が
調
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べ
た
と
こ
ろ
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
坪
井
善
明
氏
の
「
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
に
お
け
る
儒
教
」（『
思
想
』
第
七
九
二
号
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
）
や
和
田
正
彦
氏
の
「
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
黎
朝
期
の
知
識

人
と
儒
学
に
つ
い
て
︱
黎
貴
惇
を
中
心
と
し
て
︱
」（『
慶
應
義
塾

大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
〇
号
、
慶
應
義
塾
大
学
言
語

文
化
研
究
所
、
一
九
八
八
年
）
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も

「
二
十
四
孝
」
を
専
門
に
扱
う
研
究
で
は
な
か
っ
た
。
佐
藤
氏
は

そ
こ
に
着
目
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
研
究
を
行
わ
れ

た
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
研
究
の
現

状
を
新
た
に
切
り
拓
く
も
の
で
あ
る
。

字
喃
の
翻
訳
を
通
じ
て
ベ
ト
ナ
ム
の
「
二
十
四
孝
」
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
こ
と
は
、
研
究
史
上
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
。
加
え

て
、
過
去
の
文
献
に
留
ま
ら
ず
、
現
代
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

「
二
十
四
孝
」
の
位
置
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
本
書
の
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
筆
者
自
身
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
ベ

ト
ナ
ム
で
は
「
二
十
四
孝
」
の
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
を
通
じ
て
「
二

十
四
孝
」
が
日
常
的
に
親
し
ま
れ
て
い
た
り
、
孝
子
顕
彰
運
動
が

行
わ
れ
て
い
た
り
す
る
そ
う
だ
。
今
後
、
孝
子
顕
彰
運
動
が
現
地

で
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
か
も
非
常
に
興
味
深
い
。

こ
う
し
た
現
在
の
「
孝
」
の
動
向
と
過
去
の
「
二
十
四
孝
」
文

献
の
研
究
と
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
い
る
本
書
は
、「
孝
」
観
が

こ
れ
か
ら
い
か
に
変
容
し
、
発
展
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
分
析

す
る
一
助
と
も
な
ろ
う
。
中
国
か
ら
儒
教
や
「
二
十
四
孝
」
を
受

容
し
、
独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
今
も
な
お
「
孝
」
の
思
想
が
根
付

い
て
い
る
国
、
ベ
ト
ナ
ム
。
評
者
に
と
っ
て
、
本
書
は
ベ
ト
ナ
ム

の
「
孝
」
観
の
歴
史
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
「
孝
」

の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
。

（
書
誌
情
報
）

佐
藤
ト
ゥ
イ
ウ
ェ
ン
著
『
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」
の
研
究
』、

東
方
書
店
、
二
〇
一
七
年
二
月
、
全
四
九
九
頁
、
Ａ
５
判
、
横
組

注

（
１
）�

嶋
尾
稔
「
ベ
ト
ナ
ム
の
孝
子
説
話
に
関
す
る
稀
代
の
研
究
書
」（『
東

方
』
第
四
四
五
号
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
八
年
）、
三
二
～
三
六
頁
。

（
２
）�

佐
藤
ト
ゥ
イ
ウ
ェ
ン
『
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
「
二
十
四
孝
」
の
研
究
』、

四
二
三
頁
。

（
３
）�

注
２
前
掲
書
、
四
三
四
頁
。

（
４
）�

佐
藤
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、二
つ
の
史
書
に
見
え
る
「
黎
（
藜
）
文
程
」

に
関
す
る
記
述
は
、『
西
南

孝
演
歌
』
の
「
阮
文
程
」
の
孝
行
の

内
容
と
同
様
で
あ
る
が
、
二
つ
の
史
書
お
よ
び
『
西
南

孝
演
歌
』

の
間
で
、
内
容
に
差
異
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。（
注
２
前
掲
書
、
四
二
四

～
四
二
五
頁
参
照
。）
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（
５
）�「
孝
子
代
父
」「
孝
女
贖
父
」
と
も
に
張
瑞
図
校
・
鎌
田
環
齋
再
校
『
新

鍥
類
觧
官
様
日
記
故
事
大
全
』（
懐
徳
堂
文
庫
内
北
山
文
庫
蔵
）
を
底
本

と
し
た
。

（
６
）�

注
２
前
掲
書
、
四
五
〇
頁
。

（
７
）�

佐
野
大
介「
孝
子
の
顕
彰
」（
湯
浅
邦
弘
編
著『
江
戸
時
代
の
親
孝
行
』、

大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
五
三
頁
。

（
８
）�

注
２
前
掲
書
、
四
〇
六
頁
。

（
９
）�

注
２
前
掲
書
、
四
〇
六
～
四
〇
七
頁
。
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